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「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の公布に 

ついて（通知） 

このことについて、厚生労働省から別添のとおり通知がありました。 

 つきましては、改正の趣旨・内容等を十分理解いただくとともに、関係者・関係団体等に

対し周知徹底を図っていただきますようお願いいたします。 

 なお、本通知は、各市町民生主管課、栃木県社会福祉協議会及び各健康福祉センターにも

送付しておりますことを申し添えます。 

 

 ○ 主な改正の趣旨 

  ・ 重層的支援体制整備事業の創設（令和３(2021)年４月１日施行） 

  ・ 社会福祉連携推進法人認定制度の創設 

（公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日） 
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